
 

都市公園等事業の事後評価の指標及び判断基準（案） 

 

 都市公園等事業における事後評価は、国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領（以下「事後評価

実施要領」という）、都市公園等事業の事後評価実施要領細目（以下「事後評価細目」という）による

他、以下に定める指標と判断基準等により実施するものとする。  

 

第１ 指標と判断基準 

（１） 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

費用対効果分析の算定基礎について、新規事業採択時（再評価時）と現状との比較を行い、総

合的な評価を行う。重大な変化が認められる場合は、再度、費用対効果分析を実施し、その結果

について確認する。 

（指標） 

・ 公園利用圏域内の市街化状況、人口の推移、年齢構成等の変化 

・ 公園整備計画の大幅な変更、工事単価等の要因の変化 

・ 事業の進捗状況、供用面積の推移等 

・ 費用対効果分析結果 

（判断基準） 

・ 公園利用圏域内の市街化状況、人口の推移、年齢構成等の変化はなかったか 

・ 公園整備計画の大幅な変更、全体事業費、公園の利用者推計及び実績、交通条件等要因の変

化はなかったか 

・ 用地買収や施設整備等は適切に執行されてきたか 

・ 公園の供用は適切に行われてきたか 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（２） 事業の効果の発現状況 

都市公園等事業を実施した結果、以下の項目について効果が十分に発揮されているかどうか、

総合的な評価を行う。 

  

（ア）防災に関する効果 

（指標） 

・ 想定避難人口 

・ 避難地・防災拠点等としての機能の確保 

・ 避難時の公園への到達性 

・ 備蓄倉庫その他の災害応急対策施設の整備状況 

（判断基準） 

・ 想定避難人口に影響を与える事情の変化はなかったか 

・ 避難地・防災拠点等としての機能は適切に確保されてきたか 

・ 公園への避難に影響を与える事情の変化はなかったか 

・ 備蓄倉庫その他の災害応急対策施設は必要に応じ適切に設置されてきたか 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 



 

 

（イ）観光振興等地域活性化に関する効果 

（指標） 

・ 公園内にある歴史的・文化的・自然的資源の活用状況 

・ 公園を会場とした活動やイベント等の開催の予定・実績 

（判断基準） 

・ 公園内の歴史的・文化的・自然的資源の活用に影響を与える事情の変化はなかったか 

・ 公園を会場とした活動やイベントの開催等に影響を与える事情の変化はなかったか 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（ウ）長寿・福祉社会への対応に関する効果 

（指標） 

・ 子ども、高齢者、身障者等への配慮 

・ 公園施設のバリアフリー化 

（判断基準） 

・ 子ども、高齢者、身障者等への配慮は必要に応じてなされてきたか 

    ・ 公園施設のバリアフリー化は必要に応じてなされてきたか 

 

（エ）都市環境の改善、自然との共生に関する価値 

（指標） 

・ 良好な都市環境の保全・創出への取組状況 

・ 絶滅危惧種、希少種等の保存・繁殖 

・ 自然再生の取組 

（判断基準） 

・ 良好な都市環境の保全・創出への取組は必要に応じて適切になされてきたか 

・ 絶滅危惧種、希少種等の保存・繁殖は必要に応じて適切になされてきたか 

・ 自然再生の取組は必要に応じてなされてきたか 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（オ）関連する他事業等の進捗状況 

（指標） 

・ 道路、河川等の公共施設や教育・福祉施設等関連する事業の進捗状況 

・ 他事業との連携の状況 

（判断基準） 

・ 関連する事業の進捗状況により、公園の整備効果発現に重大な影響はあったか 

・ 他事業との連携は必要に応じて適切に実施されてきたか 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（カ）その他 

（指標） 



 

・ コスト縮減方策の検討・実施状況 

・ 新技術の活用 

・ 計画・設計・管理への住民参加の状況 

（判断基準） 

・ コスト縮減のための方策について、必要に応じて検討・実施が行われてきたか 

・ 新技術の活用について、必要に応じて検討・実施が行われてきたか 

・ 計画・設計・管理について住民参加が図られてきたか。 

 

（３） 事業実施による環境の変化 

都市公園等事業を実施した結果、以下の項目について効果が十分に発揮されているかどうか、

総合的に評価を行う。 

（指標） 

・ 動植物の生息・生育環境等の状況、埋蔵文化財の状況等に関して、都市公園等事業の実施に

より、どのような効果がみられたか。 

・ 動植物の生息・生育環境の保全・創出等に関する方策の検討・実施状況 

・ 埋蔵文化財の保全・活用等に関する方策の検討・実施状況 

（判断基準） 

・ 動植物の生息・生育環境等の状況について、事業の実施によりどのような効果・影響がみら

れたか 

・ 動植物の生息・生育環境の保全・創出に関する方策について、必要に応じて検討・実施が行

われてきたか 

・ 埋蔵文化財の状況について、事業の実施によりどのような効果・影響がみられたか 

・ 埋蔵文化財の保全・活用等に関する方策について、必要に応じて検討・実施が行われてきた

か 

 

（４） 社会経済情勢の変化 

想定していた社会経済情勢に大きな違いがなかったか評価を行う。 

（ア）上位計画の変更の有無 

（指標） 

・ 市町村の総合計画、緑の基本計画、都市計画等の上位計画の変更 

（判断基準） 

・ 上位計画で、公園の整備によって変更となった上位計画はなかったか。 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（イ） 周辺類似施設の整備状況 

（指標） 

・ レクリエーション施設、文化施設などの利用が競合する、あるいは相乗的な効果を発揮する

類似施設の整備状況 

（判断基準） 

・ 公園の整備効果発現に重大な影響を与えるものの整備状況に変化がなかったか。 



 

・ 重大な影響を与える変化があった場合は、対処方針はどのようにしたか 

 

（５） 今後の事後評価の必要性 

上記の（１）から（４）の指標の評価結果を踏まえ、時間の経過による状況改善の見

込み等について検討し、再度、事後評価を実施する必要性の有無について検討する。 

 

（６） 改善措置の必要性 

上記の（１）から（４）の指標の評価結果を踏まえ、時間の経過による状況改善の見

込み等について検討し、新たな改善措置を実施する必要性の有無について検討する。 

 

（７） 同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 

上記の（１）から（４）の指標の評価結果を踏まえ、事業計画の策定及びその内容、

また新規事業採択時評価や再評価、事後評価の実施手法等に関する見直しについて検討

する。 

 

第２ チェックリストの提出 

事後評価の実施主体は、事後評価細目第４の１（１）に定める事後評価に係る資料の提出の際には

別紙１に定めるチェックリストを添付するものとする。 

 

第３ その他 

防災公園（広域避難地となる防災公園）の整備については、別紙２の指標も合わせて検討

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都市公園等事業に係る事後評価実施フロー                       （参考1） 
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